
 
９
月
定
例
市
議
会
報
告 

 
  

前
号
に
引
き
続
き
、
代
表
・
一

般
質
問
な
ど
９
月
定
例
会
を
中
心

に
報
告
い
た
し
ま
す
。
既
報
の
よ

う
に
今
回
か
ら
、
議
会
改
革
の
一

環
と
し
て
『
会
派
代
表
質
問
』
制
を
採
用
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
日
本
共
産
党
議
員
団
か
ら
は
、
西
本
嘉
宏
議
員
団

長
が
代
表
質
問
に
立
ち
ま
し
た
。 

 

日
本
共
産
党
議
員
団
の
代
表
質
問 

《西
本
嘉
宏
議
員
》 

 

財
政
危
機
の
状
況
と
行
財
政
の
見
直
し
の
方
向 

（問
）国
の
交
付
税
削
減
や
合
併
の
継
続
事
業
、
「駆
け
込
み
」、
事
業
な

ど
に
よ
る
合
併
後
の
財
政
の
危
機
的
状
況
の
認
識
と
普
通
建
設
事
業
、
財

政
計
画
等
の
見
直
し
に
つ
い
て
ど
う
か
。
行
財
政
改
革
の
方
向
は
、
大
型
事

業
の
見
直
し
、
入
札
制
度
の
改
善
な
ど
効
率
的
で
ム
ダ
を
な
く
し
、
住

民
の
利
益
を
守
り
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
施
策
を
改
善
す
る
こ
と
を
目
的
に

進
め
る
こ
と
を
求
め
る
。 

（答
）地
方
交
付
税
の
減
額
や
地
方
税
の
減
少
が
市
の
財
政
状
況
を

悪
化
さ
せ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
中
で
、
市
の
財
政
計
画
を
策
定
し
、
普

通
建
設
事
業
費
の
見
直
し
、
組
織
の
効
率
化
に
加
え
職
員
の
意
識
改

革
や
政
策
能
力
の
向
上
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。
今
後
は
、
市
の
総
合
計

画
を
柱
に
行
政
改
革
大
綱
に
よ
り
公
的
関
与
の
点
検
と
福
祉
の
増
進･

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
を
図
り
ま
す
。 

 

住
民
参
加
の
『防
災
ま
ち
づ
く
り
』の
推
進
を 

（問
）「防
災
町
づ
く
り
」の
基
本
は
、
地
域
の
近
隣
生
活
圏
で
住
民
が

主
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
み
安
全
で
す
み
よ
い
街
づ
く
り
で
あ
る
。
自
主

防
災
体
制
の
確
立
に
は
市
や
消
防
機
関
が
積
極
的
に
支
援
す
る
こ
と
が

必
要
だ
。 

災
害
弱
者
の
生
命
と
く
ら
し
を
守
る
立
場
で
リ
ー
ダ
ー
の
養
成
や
地

域
の
災
害
危
険
箇
所
の
実
態
を
反
映
し
た
組
織
活
動
を
積
極
的
に
進
め

る
こ
と
。
ま
た
、
住
宅
の
耐
震
対
策
や
防
災
マ
ッ
プ
づ
く
り
、

住
宅
の
耐
震
、
耐
火
対
策
等
の
支
援
対
策
な
ど
進
め
る
べ

き
で
あ
る
。 

（答
）自
主
防
災
組
織
の
充
実
化
と
未
組
織
集
落
の
立

ち
上
げ
な
ど
進
め
て
い
き
ま
す
。
災
害
弱
者
対
策
や
リ
ー

ダ
ー
養
成
は
当
然
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
作
成
は
今
年
度
末

に
作
業
を
終
え
各
家
庭
や
事
業
所
に
配
布
し
ま
す
。
住

宅
の
耐
震
対
策
は
、
希
望
者
に
「簡
易
耐
震
診
断
推
進
事

業
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。
本
年
九
月
か
ら
住
宅
再
建
共

済
制
度
を
創
設
さ
れ
、
そ
の
普
及
に
努
め
ま
す
。 

 

《広
瀬
憲
一
議
員
の
一
般
質
問
》 

お
出
か
け
サ
ポ
ー
ト
事
業
の
拡
充
を 

（問
一
）合
併
後
次
々
と
福
祉
・く
ら
し
な
ど
の
制
度
が
改
悪
さ
れ
る
な

か
で
唯
一
新
市
の
福
祉
事
業
で
あ
る
「お
出
か
け
サ
ポ
ー
ト
事
業
」は
、
高

齢
者
・障
害
者
を
送
迎
す
る
こ
と
に
よ
り
社
会
参
加
と
生
活
支
援
を
促
進

す
る
こ
と
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
充
分
こ
の
制
度
が
活
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、
高

齢
者
の
方
々
か
ら
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
利
用
条
件
を
広
げ
、
拡

充
す
る
よ
う
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
が
ど
う
か
。 

（答
）「お
出
か
け
サ
ポ
ー
ト
事
業
」に
問
題
が
あ
れ
ば
今
後
考
え
て
い
く

べ
き
だ
と
思
う
。
検
討
し
て
い
き
た
い
。 

 

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
建
設
計
画
に
つ
い
て 

（問
）氷
上
給
食
セ
ン
タ
ー
建
設
は
、
す
で
に
旧
町
で
実
施
計
画
が
完
了

し
て
い
る
。
合
併
後
の
十
七
年
度
で
は
す
べ
て
延
期
さ
れ
、
関
係
住
民
か
ら

心
配
の
声
が
あ
が
っ
て
い
る
。
予
定
さ
れ
て
い
る
各
給
食
セ
ン
タ
ー
整
備
は
、

早
急
に
、
地
域
の
実
情
に
あ
っ
た
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
建
設
が
望
ま
れ
て
い

る
。
氷
上
、
柏
原
、
山
南
各
地
域
の
給
食
セ
ン
タ
ー
建
設
は
、
十
八
年
度
に

実
施
さ
れ
る
の
か
。 

（
答
）急
務
と
考
え
て
い
る
。
十
八
年
度
の
実
施
に
つ
い
て
今
後
議
会
と

も
相
談
し
、
直
ち
に
基
本
設
計
及
び
実
施
設
計
を
行
い
、
早
期
に
給
食
セ

ン
タ
ー
建
設
工
事
着
工
の
準
備
を
進
め
た
い
。
ま
た
、
氷
上
・柏
原
の
統
合

給
食
セ
ン
タ
ー
の
建
設
位
置
は
、
国
道
１
７
６
号
線
周
辺
と
考
え
て
い
る
。 

  
 

サ
ー
ビ
ス
低
下
、
負
担
増
な
ど
市
民
犠
牲
の
「
行
革
」

で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
ム
ダ
を
な
く
し
、
福
祉
や
く
ら
し
守

る
改
革
を
・
・
・ 

 

合
併
後
の
財
政
状
況
が
一
段
と
厳
し
く
な
る
中
で
、
「事
務
事
業
、
行
政

機
能
の
見
直
し
等
行
政
改
革
に
向
け
た
取
り
組
み
が
急
が
れ
て
い
る
」
と

し
て
、
「議
会
と
し
て
も
財
政
状
況
の
的
確
な
把
握
と
行
政
改
革
に
向
け

た
調
査
研
究
」を
目
的
に
、
議
運
の
正
副
委
員
長
、
そ
し
て
広
瀬
憲
一
民

生
常
任
委
員
長
ら
各
常
任
委
員
長
が
提
出
し
た
「行
財
政
に
係
る
調
査

特
別
委
員
会
」が
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
設
置
さ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
委
員
会
で
審
議
さ
れ
る
内
容
は
①
行
財
政
の
改
革
に
か
か
る
調
査

研
究
②
議
会
議
員
定
数
の
適
正
化
に
関
す
る
事
項
③
議
会
運
営
の
改
革

に
関
す
る
事
項
④
そ
の
他
必
要
な
事
項
と
な
っ
て
い
ま
す
。
設
置
期
間
は

「調
査
が
終
了
す
る
ま
で
」と
な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
特
別
委
員
会
の
構
成
は
、
清
政
会
三
名
、
市
民
ク
ラ
ブ
三
名
、
日

本
共
産
党
・市
政
研
究
会
・公
明
党
議
員
団
か
ら
各
一
名
の
九
名
と
な
っ

て
い
ま
す
。
委
員
長
に
は
前
川
議
員
（市
政
研
究
会
）、
副
委
員
長
に
は
足

立
修
議
員
（市
民
ク
ラ
ブ
）
が
互
選
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
共
産
党
議
員
団

か
ら
は
、
西
本
議
員
が
委
員
と
し
て
選
出
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

第
一
回
目
の
委
員
会
は
、
去
る
十
月
十
一
日
午
後 

開
か
れ
、
委
員
会
の
進
め
方
は
、
最
初
に
行
財
政
の
改 

革
に
係
る
調
査
・研
究
を
す
す
め
、
後
半
は
、
議
会
運 

営
の
改
革
に
か
か
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し 

た
が
、
西
本
委
員
は
、
「“議
員
定
数
の
適
正
化
”に
つ
い 

て
は
、
行
革
と
は
別
で
、
本
委
員
会
で
は
不
適
切
」と 

指
摘
、
委
員
長
は
、
「結
論
ま
で
突
っ
込
ま
ず
、
調
査 

程
度
に
す
る
」と
述
べ
ま
し
た
。 

 

こ
の
後
、
当
局
が
検
討
委
員
会
等
で
検
討
中
の
「市 

行
政
改
革
大
綱
」（案
）に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。
委 

員
長
か
ら
こ
の
「大
綱
」（案
）に
つ
い
て
「推
進
体
制
」「 

定
員
管
理
の
適
正
化
」な
ど
十
一
項
目
を
ま
と
め
て 

 

 




